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PTA研修会と授業公開デーへのご参加ありがとうございました！  

１月１３日（火）に交通安全協会の方にご協力いただき、

９：５０から１時間程度の自転車講習会を実施しました。こ

れは今年の４月より道交法の改正を受け、自転車の乗り方に

対しての違反の厳罰化が実施されるのを受けて、ＰＴＡ研修

会とあわせて全校生徒にも話を聞いてもらえる機会としま

した。特に３年生は春から新しい生活となり、それぞれ自転

車に乗る機会がこれまでよりも増えることが予想されます。

それに対して今回の改正では、１６歳以上の自転車利用者を

対象に、反則金の納付を求められる「青切符」制度が導入さ

れます。特に４月以降しばらくの間は意識的に取り締まりも

増え、これまで気にしなかった行為が道交法違反として、反

則金の納入を求められることが多くなることが予想されま

す。そのため、改めて違反行為などについてわかりやすく説

明していただきました。寒さ厳しい中でしたが、保護者は１

８名ご参加いただきました。本当にありがとうございまし

た。 

１０：５０から、授業公開デーということで３～６限の授業の様子を自由に参観いただける機会

を設けました。受付名簿からは午前で４６名、午後に３２名とのべ７８名の方々にご参加いただけ

たことがわかりました。寒さが厳しく、お忙しい中、ご参加いただきありがとうございました。 

【自転車の乗り方についてルールの確認】 

「止まれ」の標識がある場所では          並進の禁止                          

必ず停止しましょう。              並走してはいけません。 

止まってから、交差点内の安全が確認         もちろん二人乗りも禁止。 

できる場所まで進行し、安全確認を！         バランスを崩しやすいから。 

 

〇ライトの点灯 

夜間の走行時には、ライトを必ず点灯するほか、反射器材を活用し、自身の存在を周囲にアピー  

ルすることが有効です。 

〇ヘルメットの着用（努力義務） 

ヘルメットは、交通事故の被害を軽減し、大切な命を守るものです。 

〇事故時の対応 ※研修会でのビデオでもありましたが… 

自転車による事故も、道路交通法の交通事故に該当し、刑事・民事上の責任が生じます。交通事  

故発生時は警察への報告義務が生じるほか、負傷者がある場合には負傷者の救護義務が生じます。 

義務を怠った場合には、刑事責任（救護措置義務違反（いわゆる「ひき逃げ」））を問われます。 

 清 流 
 御薗中学校ホームページ  http://www.ise-mie.ed.jp/~misono-j/ 

御薗中だより 



アルミ缶回収を行いました 

１月２３日（金）にアルミ缶回収を実施しました。ア

ルミ缶は常時回収できるように、生徒昇降口横に回収

袋を設置してあるのですが、今回は生徒会が中心とな

って呼びかけを行い、各クラスで集計を行うものでし

た。数日前から放送で呼びかけを行っていたのですが、

実施は２３日（金）のみであったので、登校してきた際

に、「あっ！忘れとった！」と気づく生徒も少なからず

いました。また、当日忘れていたので、集計には関係な

く週明けの２６日（月）に持ってきてくれた１年生の男

子生徒もいました。一人で１００以上持ってきてくれて

いる生徒が２名もいましたが、最近はアルミ缶の製品が

ずいぶん少なくなったので、家庭によってはアルミ缶が

まったくない…などという状況も珍しくないと思いま

す。そんな状況ですので、多くは無理でも生徒会行事へ

の参加…ということを大切にして、１本でも確保して持

ってくるという姿勢を大切にしてもらいたいと思いま

す。ジュースを買う場合も、いつもなら PET ボトルで

済ますものを、回収の事を考えて１本はアルミ缶の商品を考えてみる…という気持ちを大切にして

ほしいと思います。今回は１日だけの設定だったので、忘れる人も多くなってしまうので、もう少

しそのあたりを改めて、回収しやすい工夫を考えていくことも大切だと思いました。 

学校評価アンケートでも、資源回収の代わりにアルミ缶回収を定期的に実施してみては？という

ご意見をいただきました。ただ、アルミ缶の製品が限られてきた昨今ではなかなか定期的な回収を

実施するのは難しいので、それについても今後ＰＴＡ本部役員会等で検討していきたいと考えます。   

缶を持って来てくれた人や回収時に缶をつぶす手伝いをしてくれた人。みなさん、本当にありが

とうございました。 

授業公開デーの継続実施について 

先日実施しました学校評価アンケートにおいて、保護者の方々の回答に「授業中うるさい教科が

あると耳にする」「〇組の授業態度に不安を感じる」等の声をいただきました。実際に授業規律が乱

れているため、教員の複数配置（いわゆるＴＴ）をしている教科もあります。実際に複数の教員を

配置しても、それで授業規律の乱れが解消に至らない場合もあります。その他にもアンケートにお

いて、「わからない」という評価も多くみられましたので、もう少し学校の様子を知っていただくた

めにも、授業公開デーのような機会を増やしていきたいと考え、以下のように実施します。 

【期間】２月２日（月）～２月１３日（金）１～４限と５・６限を公開します。 

 ※３日（火）は県立前期選抜の為、３年生は３限後下校、１・２年生は５限まで。 

４日（水）は校区研修会のため１～４限のみ公開。 ６日（水）は委員会のため５限まで。 

９日（月）２年生は５・６限に進路・修学旅行説明会となります。 

 ※生徒昇降口から入り、受付簿に記入し、名札をつけて参観いただきますようお願いいたします。 


